
　　注．厚生年金保険（第１号）の受給（権）者とは、厚生年金保険受給（権）者全体から、共済組合等の組合員等たる

　　　厚生年金保険の被保険者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）のみの者を除き、さらに、

　　　障害厚生年金受給（権）者及び短期要件分の遺族厚生年金受給（権）者について、それぞれ初診日又は死亡日に共

　　　済組合等の組合員等であった者を除いた者をいう。

○　令和元年6月末の国民年金、厚生年金保険（第１号）及び福祉年金の受給者数（同一

厚生年金保険・国民年金事業の概況

１．総括

　あり、前年同月に比べて、12万人（0.2％）増加している。

の年金種別を除く延人数）は、4,477万人であり、前年同月に比べて、13万人

  （0.3％）減少している。

（２）給付状況

　　　　　　　　　　　　　表２　制度別年金受給者数

(令和 元 年 6 月現在）

 を含まない。

   この統計では基本的に、被用者年金一元化により新たに厚生年金保険の適用対象となっ
 た、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団の情報

（１）適用状況

○ 令和元年6月末の国民年金と厚生年金保険（第１号）の被保険者数は、6,306万人で

                             表１　制度別適用状況

注．厚生年金保険（第１号）の被保険者のうち、坑内員及び船員は全員男子とみなした。

注１．厚生年金保険（第１号）の受給者とは、厚生年金保険受給者全体から、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険
者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）のみの者を除き、さらに、障害厚生年金受給者及び短期
要件分の遺族厚生年金受給者について、それぞれ初診日又は死亡日に共済組合等の組合員等であった者を除いた者をいう。

２．新法老齢厚生年金（第１号）のうち、旧法の老齢年金に相当するものは「老齢年金・25年以上」に、それ以外のものは

「通算老齢年金・25年未満」に計上している。新法退職共済年金についても同様。
３．人数の合計は、厚生年金保険（第１号）と同一の年金種別の基礎年金を併給している者の重複分を控除した数である。

４．「旧共済組合」は、厚生年金保険に統合された時点で旧ＪＲ共済、旧ＮＴＴ共済、旧ＪＴ共済又は旧農林共済の受給権が

発生していた者をいう。
５．「基礎あり」は、同一の年金種別の基礎年金の受給権を有する者をいう。
６．新法基礎年金のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を25年以上有するものは「老齢年金・25年以上」に、それ以外のもの
は「通算老齢年金・25年未満」に計上している。

７．「基礎のみ」は、同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を除く）の受給権を有しない基礎年金受給者を

いう。

８．「基礎のみ共済なし」は「基礎のみ」の受給者のうち、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険者期間（平成27

年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を有しない受給者をいう。
９．寡婦年金については、新法においても存続しているが、国民年金第１号被保険者であった夫の妻のみに対して適用され、

基礎年金一律の給付ではないため、新法分も便宜上旧法拠出制に計上している。

事業所数 標準報酬月額

総数 男子 女子 の平均（円）

厚生年金保険（第１号） 2,366,489 40,567,486 25,058,418 15,509,068 309,859

船員以外 2,362,264 40,514,872 25,005,804 15,509,068 309,739

　一般男子 ・ 25,005,280 25,005,280 ・ 351,665

　女子 ・ 15,509,068 ・ 15,509,068 242,141

　坑内員 ・ 524 524 ・ 359,855

　（再掲）短時間労働者 35,624 446,648 126,054 320,594 144,763

船員 4,225 52,614 52,614 ・ 401,931

国民年金 ・ 22,490,044 7,452,551 15,037,493 ・

第１号 ・ 13,919,095 7,272,258 6,646,837 ・

任意加入 ・ 190,540 67,984 122,556 ・

第３号 ・ 8,380,409 112,309 8,268,100 ・

合計 ・ 63,057,530 32,510,969 30,546,561 ・

被保険者数(人）

（単位：人）

総　　数 老齢給付 障害年金 遺族給付

老齢年金

・25年以上

通算老齢年金

・25年未満
遺族年金 通算遺族年金

厚生年金保険（第１号）　計 35,326,608 15,433,571 13,885,190 440,515 5,545,636 21,696

 旧共済組合を除く 34,945,246 15,206,540 13,815,547 437,660 5,464,351 21,148

旧　　　法 996,467 358,555 277,999 33,428 305,789 20,696

新　　　法 33,926,786 14,839,938 13,536,332 403,165 5,147,351 ・

　（再掲）基礎あり 25,707,984 13,489,495 11,879,567 274,688 64,234 ・

 基礎または定額あり 25,503,982 13,589,375 11,914,607 ・ ・ ・

　 基礎繰上げあり 1,960,675 560,026 1,400,649 ・ ・ ・

　 基礎繰上げなし 23,543,307 13,029,349 10,513,958 ・ ・ ・

 基礎及び定額なし 2,872,288 1,250,563 1,621,725 ・ ・ ・

船員保険（旧法） 21,993 8,047 1,216 1,067 11,211 452

 旧共済組合　計 381,362 227,031 69,643 2,855 81,285 548

旧　　　法 109,823 80,845 2,637 1,138 24,655 548

新　　　法 271,539 146,186 67,006 1,717 56,630 ・

　　基礎あり（再）　（再掲）基礎あり 209,989 144,952 63,595 1,438 4 ・

国民年金　計 35,359,269 32,372,904 935,491 1,964,628 86,246 ・

（再掲）基礎のみ共済なし・旧国年 7,968,067 5,843,476 482,237 1,612,120 30,234 ・

旧法拠出制 938,709 510,944 376,144 42,319 9,302 ・

新法基礎年金 34,420,560 31,861,960 559,347 1,922,309 76,944 ・

　（再掲）基礎のみ 8,093,347 6,346,191 106,959 1,613,210 26,987 ・

　　（再掲）基礎のみ共済なし 7,029,358 5,332,532 106,093 1,569,801 20,932 ・

福祉年金 46 46 ・ ・ ・ ・

合　　　　計 44,767,950 34,172,074 2,877,519 2,129,017 5,567,644 21,696
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　　注．厚生年金保険（第１号）受給（権）者の年金総額は、老齢給付及び遺族年金（長期要件）については、平成27年

　　　９月以前の厚生年金保険被保険者期間及び平成27年10月以降の第１号厚生年金被保険者期間に係る年金総額であり、

　　　平成27年10月以降に受給権が発生した障害厚生年金及び遺族厚生年金（短期要件）については、共済組合等の組合

　　　員等たる厚生年金保険の被保険者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を含めて算出し

　　　た年金総額である。

　年金総額は、49兆4千億円であり、前年同月に比べて、2千億円（0.4％）増加している。

（１）適用状況

○ 令和元年6月末の厚生年金保険（第１号）の適用事業所数は237万事業所であり、

○ 令和元年6月末の国民年金、厚生年金保険（第１号）及び福祉年金の受給者の

               図１　厚生年金保険（第１号）　適用事業所数の推移

                            表３　制度別受給者年金総額

　前年同月に比べて11万事業所（4.7％）増加している。

２．厚生年金保険
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注１．厚生年金保険（第１号）受給者の年金総額は、老齢給付及び遺族年金（長期要件）については、平成27年９月以前の厚生

年金保険被保険者期間及び平成27年10月以降の第１号厚生年金被保険者期間に係る年金総額であり、平成27年10月以降に受

給権が発生した障害厚生年金及び遺族厚生年金（短期要件）については、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険

者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を含めて算出した年金総額である。

２．年金総額には一部停止額を含む。

３．「旧共済組合」は、厚生年金保険に統合された時点で旧ＪＲ共済、旧ＮＴＴ共済、旧ＪＴ共済又は旧農林共済の受給権が

発生していた者の当該年金の年金総額である。

４．「基礎のみ」は、同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を除く）の受給権を有しない基礎年金受給者の

年金総額である。

５．「基礎のみ共済なし」は「基礎のみ」の受給者のうち、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険者期間（平成

27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を有しない受給者の年金総額である。

６．寡婦年金については、新法においても存続しているが、国民年金第１号被保険者であった夫の妻のみに対して適用され、

基礎年金一律の給付ではないため、新法分も便宜上旧法拠出制に計上している。

（単位：百万円）
総　　数 老齢給付 障害年金 遺族給付

老齢年金

・25年以上

通算老齢年金

・25年未満
遺族年金 通算遺族年金

厚生年金保険（第１号）　計 25,657,727 17,405,506 2,438,430 308,355 5,499,582 5,854

 旧共済組合を除く 25,202,889 17,063,483 2,422,418 305,652 5,405,613 5,722

　旧　　　法 1,043,452 577,603 104,621 39,207 316,417 5,605

　新　　　法 24,114,940 16,462,568 2,317,379 264,180 5,070,814 ・
　　（別掲）基礎年金 17,479,915 9,502,513 7,681,215 233,907 62,280 ・

　船員保険（旧法） 44,496 23,312 419 2,265 18,382 117
 旧共済組合　計 454,838 342,023 16,012 2,703 93,969 131

旧　　　法 204,654 172,779 1,250 1,638 28,855 131

新　　　法 250,184 169,244 14,762 1,065 65,114 ・
　　基礎あり（再）　　（別掲）基礎年金 155,678 107,867 46,616 1,192 4 ・

国民年金　計 23,718,830 21,719,846 214,303 1,698,909 85,771 ・

（再掲）基礎のみ共済なし・旧国年 5,087,737 3,551,623 109,922 1,400,332 25,859 ・
　旧法拠出制 379,190 251,719 86,105 37,161 4,206 ・

　新法基礎年金 23,339,640 21,468,128 128,199 1,661,748 81,565 ・
　　（再掲）基礎のみ 5,493,603 4,041,315 24,030 1,400,004 28,254 ・

　  　（再掲）基礎のみ共済なし 4,708,546 3,299,904 23,817 1,363,171 21,653 ・

福祉年金 18 18 ・ ・ ・ ・
合　　　　計 49,376,576 39,125,371 2,652,733 2,007,264 5,585,353 5,854
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○　厚生年金保険（第１号）被保険者に係る賞与支給事業所数は17万事業所、賞与支給被

　保険者数は939万人、標準賞与額の平均は57万6,986円となっている。

○　厚生年金保険（第１号）被保険者の標準報酬月額の平均は、30万9,859円となっており、

　前年同月に比べて0.8％増加している。内訳をみると,一般男子は35万1,665円（対前年

　同月比0.8％増）、女子は24万2,141円（対前年同月比1.4％増）、坑内員は35万9,855円

　（対前年同月比4.6％増）、船員が40万1,931円（対前年同月比0.4％増）である。

　　　　　　　図３　厚生年金保険（第１号）　標準報酬月額の平均の推移

              図２　厚生年金保険（第１号）　被保険者数の推移

26万人、1.0％増）、女子が1,551万人（対前年同月比42万人、2.8％増）、坑内員が

○ 厚生年金保険（第１号）の被保険者数は4,057万人となっており、前年同月に比べて

67万人（1.7％）増加している。内訳をみると、一般男子が2,501万人（対前年同月比

　である。

5百人（対前年同月比46人、8.1％減）、船員が5万人（対前年同月比75人、0.1％増）
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○ 令和元年6月末の厚生年金保険（第１号）の受給者に係る老齢年金の平均年金月額

　は、14万5,872円となっている。

○ 障害給付の受給者数は44万人（旧法厚年分3万人、新法厚年分40万人、旧法船保分

1千人、旧共済分3千人）で、前年同月に比べて1万人（2.9％）増加している。

○ 遺族給付の受給者数は557万人（旧法厚年分33万人、新法厚年分515万人、旧法船保

分1万人、旧共済分8万人）で、前年同月に比べて7万人（1.3％）増加している。

図４　厚生年金保険（第１号）　受給者数の推移

100万人、新法厚年分3,393万人、旧法船保分2万人、旧共済分38万人）で、前年同月に

　比べて14万人（0.4％）増加している。

○ 老齢給付の受給者数は2,932万人（旧法厚年分64万人、新法厚年分2,838万人、旧法

　船保分1万人、旧共済分30万人）で、前年同月に比べて5万人（0.2％）増加している。

（２）給付状況

○ 令和元年6月末の厚生年金保険（第１号）受給者数は3,533万人（旧法厚年分
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　となっている。

○ 令和元年6月末における失業給付との調整に該当する厚生年金保険（第１号）

  の受給権者数は4万人、高年齢雇用継続給付との併給調整に該当する受給権者数は24万人

表４　雇用保険の給付と厚生年金保険（第１号）の受給権者に係る老齢厚生年金との調整
失　業　給　付

件数（人） 総停止年金額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当
通老相当

・25年未満
計 老齢相当

通老相当

・25年未満
計 老齢相当

通老相当

・25年未満

平成 31年 1 月 37,223 22,859 14,364 22,985,051 20,203,705 2,781,346 51,458 73,653 16,136

2 月 35,665 22,046 13,619 22,155,326 19,526,804 2,628,522 51,767 73,811 16,084

3 月 35,189 21,797 13,392 21,756,620 19,195,142 2,561,477 51,523 73,386 15,939

4 月 33,915 21,021 12,894 20,795,588 18,341,054 2,454,535 51,097 72,709 15,864

令和 元年 5 月 36,255 22,965 13,290 22,528,425 19,992,013 2,536,412 51,782 72,545 15,904

6 月 42,313 27,191 15,122 26,590,555 23,669,927 2,920,628 52,369 72,542 16,095

高　年　齢　雇　用　継　続　給　付

件数（人） 高年齢雇用継続給付による停止総額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当
通老相当

・25年未満
計 老齢相当

通老相当

・25年未満
計 老齢相当

通老相当

・25年未満

平成 31年 1 月 248,192 238,385 9,807 32,761,923 31,844,093 917,830 11,000 11,132 7,799

2 月 244,042 234,749 9,293 32,357,710 31,483,980 873,730 11,049 11,176 7,835

3 月 244,415 235,266 9,149 32,375,392 31,530,780 844,612 11,038 11,168 7,693

4 月 244,873 235,959 8,914 32,467,079 31,647,389 819,691 11,049 11,177 7,663

令和 元年 5 月 235,029 226,552 8,477 31,125,584 30,357,481 768,104 11,036 11,166 7,551

6 月 236,427 228,114 8,313 31,381,416 30,633,719 747,696 11,061 11,191 7,495
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○ 第３号被保険者数は838万人となっており、前年同月に比べて23万人（2.7％）減少

している。内訳をみると、男子は11万人（対前年同月比2千人、2.1％増）、女子は827

　万人（対前年同月比23万人、2.7％減）となっている。

図６　国民年金第３号被保険者数の推移

（１）適用状況

○ 令和元年6月末の第１号被保険者数（任意加入被保険者を含む。）は、1,411万人と

なっており、前年同月に比べて33万人（2.3％）減少している。内訳をみると、男子

は734万人（対前年同月比14万人、1.9％減）、女子は677万人（対前年同月比19万人、

　2.7％減）である。

図５　国民年金第１号被保険者数（任意加入を含む）の推移
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　いる。

○ 国民年金の老齢年金・25年以上の受給者の平均年金月額は、令和元年6月末で

　5万5,911円となっている。

老齢年金・25年以上の新規裁定者（受給者）の平均年金月額は、5万3,484円

○ 旧法老齢年金受給権者及び同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を

除く）の受給権を有しない基礎年金の老齢給付の受給権者について繰上げ受給の状況を

みると、6月は新規裁定者1万3千人のうち繰上げ受給権者が1千人となっており、繰上

　げ受給率は7.3％である。なお、平成30年度新規裁定者の繰上げ受給率は6.6％となって

　となっている。

　3,442万人）で、前年同月に比べて41万人（1.2％）増加している。

○ 老齢給付の受給者数は3,331万人（旧法拠出制89万人、基礎年金3,242万人）で、

　前年同月に比べて38万人（1.1％）増加している。

○ 障害給付の受給者数は196万人（旧法拠出制4万人、基礎年金192万人）で、前年同

　月に比べて3万人（1.7％）増加している。

○ 遺族給付の受給者数は9万人（旧法拠出制1万人、基礎年金8万人）で、前年同月

　に比べて2千人（2.1％）減少している。

図７　国民年金受給者数の推移

（２）給付状況

○ 令和元年6月末の国民年金受給者数は3,536万人（旧法拠出制94万人、基礎年金
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